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ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の 
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向

岡
　
本
　
孝
　
信

は
じ
め
に

　

本
稿
は
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
人
の
移
動
後
か
ら
ノ
ル
マ
ン
＝
コ
ン
ク
ェ
ス

ト
ま
で
の
時
期
を
さ
す
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

）
1
（

に
お
け

る
土
地
・
特
権
関
係
文
書
の
概
要
と
そ
の
文
書
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

土
地
・
権
利
関
係
文
書
は
一
般
的
に
は
チ
ャ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
史
料
群
で

あ
り
、
受
領
者
か
ら
す
れ
ば
王
な
ど
か
ら
与
え
ら
れ
た
土
地
・
権
利
の
譲
渡
を

記
録
し
そ
の
権
利
証
と
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
さ
れ
る

）
2
（

。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
初
期
的
に
は
文
書
は
受
領
者
側
が
そ
の
決
定
を
書

き
と
め
た
私
的
な
文
書
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
以
降
文
書
形
式
の
定
型
化
が
進

む
）
3
（

。
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
や
、
筆
跡
か
ら
王
の
尚
書
部
の
存
在
を
示
唆
す

る
研
究
者
も
い
る
こ
と
か
ら

）
4
（

、
文
書
に
公
的
な
要
素
が
付
与
さ
れ
た
と
み
な

す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
六
八
年
に
P
・
H
・
ソ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
現
存
す
る
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク

ソ
ン
期
の
文
書
が
包
括
的
に
カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
た
。こ
の
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
ヤ
ー
・

カ
タ
ロ
グ
に
は
約
一
九
〇
〇
点
の
文
書
が
登
録
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
文
書
の
作
成

年
、
文
書
の
概
要
、
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
や
写
本
等
の
文
書
を
収
録
し
て
い
る
一
次

史
料
の
書
誌
情
報
、
刊
本
情
報
、
先
行
研
究
に
て
言
及
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

そ
の
書
誌
情
報
が
収
録
さ
れ
て
い
る

）
5
（

。
基
本
的
に
ソ
ー
ヤ
ー
・
カ
タ
ロ
グ
の

番
号
で
チ
ャ
ー
タ
ー
を
識
別
し
、
Ｓ
＋
番
号
で
表
記
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
改
訂

版
が
作
成
さ
れ
、
電
子
版
ソ
ー
ヤ
ー
・
カ
タ
ロ
グ
（Electronic Saw

yer

）

と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る

）
6
（

。
ま
た
、
近
年
刊
行
さ
れ

て
い
る
史
料
集
で
あ
るBritish A

cadem
y, A

nglo-Saxon Charters

シ
リ

ー
ズ
（
以
下BA

A
SC

と
表
記
す
る
）
の
な
か
に
も
、
チ
ャ
ー
タ
ー
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
チ
ャ
ー
タ
ー
自
体
は
ソ
ー
ヤ
ー
・
カ
タ
ロ
グ
に
収
録
さ
れ
て
い
る

も
の
と
同
一
で
あ
る
が
、
主
要
な
教
会
ご
と
に
保
存
さ
れ
て
い
る
文
書
の
活
字

化
さ
れ
た
本
文
と
解
説
、
索
引
が
備
え
ら
れ
て
お
り
、
チ
ャ
ー
タ
ー
の
作
成
さ

れ
た
背
景
を
考
え
る
上
で
有
用
で
あ
る

）
7
（

。

　

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
が
も
つ
情
報
量
は
断
片
的
で
決
し
て
多
い
と

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
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は
い
え
な
い
が
、
文
書
自
体
の
特
定
の
テ
キ
ス
ト
の
歴
史
的
意
義
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
チ
ャ
ー
タ
ー
を
集
合
体
と
し
て
一
定
期
間
を
区
切
り
、
当
該
時
期
の

チ
ャ
ー
タ
ー
を
複
数
確
認
す
る
こ
と
で
も
様
々
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ

こ
で
、
チ
ャ
ー
タ
ー
を
複
数
に
わ
た
り
検
討
す
る
こ
と
で
わ
か
る
こ
と
の
例
を

挙
げ
よ
う
。
チ
ャ
ー
タ
ー
の
土
地
・
特
権
の
授
与
の
部
分
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
り
、
王
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
形
で
世
俗
の
有
力
者
や
聖
職
者
た
ち
と
取
引
し

た
か
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
、
彼
ら
が
宗
教
的
・
経
済
的
・
軍
事
的
に
利
害

関
係
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
か
を
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
贈
与

に
は
宗
教
的
な
動
機
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の

王
を
含
む
有
力
者
た
ち
の
宗
教
的
認
識
や
社
会
状
況
の
認
識
や
そ
の
変
遷
を
確

認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
王
の
称
号
に
注
目
し
、
そ
の
王
の
称
号
の
変

遷
か
ら
王
権
の
様
態
と
変
遷
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
文
書
の

証
人
の
リ
ス
ト
か
ら
、
そ
の
当
時
の
序
列
や
そ
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。以
上
の
よ
う
に
、チ
ャ
ー
タ
ー
を
集
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
は
様
々

な
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
王
権
に
よ
る
文
書
管
理
が
不
完
全
で
あ
っ
た
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ

ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
を
研
究
す
る
上
で
は
、
そ
の
史
料
の
来
歴
、
現
存
状
況
か

ら
常
に
改
竄
と
捏
造
の
可
能
性
が
付
き
ま
と
う
。
研
究
者
や
研
究
自
体
に
よ
っ

て
ど
こ
ま
で
を
史
料
と
し
て
使
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、

先
行
研
究
か
ら
の
事
例
の
抽
出
に
も
注
意
が
必
要
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
チ
ャ
ー
タ
ー
の
性
質
や
チ
ャ
ー
タ
ー
を
取
り
巻
く
状
況
と
い
っ
た

文
書
の
概
要
を
整
理
す
る
。
そ
の
後
、「
偽
文
書
」
や
「
真
偽
不
明
」
と
さ
れ

て
い
る
史
料
を
使
用
し
た
研
究
の
事
例
を
含
む
先
行
研
究
を
取
り
上
げ
る
。
そ

し
て
、
複
数
の
チ
ャ
ー
タ
ー
か
ら
物
事
の
変
遷
を
た
ど
る
研
究
を
行
う
際
の
史

料
使
用
の
線
引
き
を
考
え
る
。
そ
の
際
、
文
書
の
定
型
化
が
行
わ
れ

）
8
（

、
特
に

チ
ャ
ー
タ
ー
の
文
書
量
が
増
加
し
、
そ
れ
と
同
時
に
発
行
の
日
付
、
発
行
場
所
、

条
項
、
条
項
の
詳
細
、
土
地
の
来
歴
、
証
人
の
リ
ス
ト
を
含
む
形
式
が
用
い
ら

れ
、
内
容
的
に
充
実
し
た

）
9
（

、
と
さ
れ
て
い
る
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
時
期

（
九
七
八
︱
一
〇
一
六
）
の
文
書
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。

第
一
章
　
文
書
の
概
要

第
一
節
　
文
書
類
型

　

チ
ャ
ー
タ
ー
と
は
、
も
と
も
と
は
王
な
ど
か
ら
宗
教
共
同
体
な
ど
に
対
し
て

土
地
や
特
権
の
譲
渡
を
記
録
す
る
目
的
で
一
葉
の
獣
皮
紙
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か

れ
た
文
書
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
受
領
者
の
土
地
や
特
権
の
権
利
証
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る）

（2
（

。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、

研
究
の
進
展
や
カ
タ
ロ
グ
化
の
過
程
で
原
義
的
な
チ
ャ
ー
タ
ー
以
外
の
文
書
も

チ
ャ
ー
タ
ー
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
ま
ず
チ
ャ
ー
タ
ー
に
含
ま
れ
る
文
書
の
う
ち
王
が
発
行
主
体
と
な

っ
た
二
つ
の
文
書
形
態
の
簡
単
な
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
、
最
も

原
義
的
な
チ
ャ
ー
タ
ー
で
あ
る
王
文
書
（Royal D

iplom
a

）
に
つ
い
て
で
あ

る
。
王
文
書
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
が
進
ん
だ
七
世
紀

に
導
入
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
大
陸
に
お
い
て
、
証
書
は
ラ
テ
ン
語
で
作
成
さ
れ

て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
文
書
も
初
期
の
も
の
は
ラ
テ
ン
語
で
作
成
さ
れ

た
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
王
文
書
は
独
自
の
展
開
を
遂
げ
、

当
時
の
俗
語
で
あ
る
古
英
語
で
記
述
さ
れ
た
土
地
の
境
界
線
や
土
地
の
詳
細
に

関
わ
る
部
分
が
差
し
挟
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
書
の
作
成
は
初
期
的
に
は

受
領
者
側
の
教
会
や
修
道
院
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
し
か
し
、
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一
〇
世
紀
以
降
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
特
に
一
〇
世
紀
後
半
の
エ

ド
ガ
ー
王
の
治
世
（
九
五
九
︱
九
七
五
年
）
以
降
に
文
書
の
定
型
化
の
進
行
が

顕
著
で
あ
る
。
次
に
、
一
定
期
間
に
同
様
の
筆
跡
の
文
書
が
継
続
し
て
作
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
、
尚
書
業
務
に
あ
た
る
人
物
が
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る）

（1
（

。
王
文
書
の
譲
渡
は
王
と
有
力
者
た
ち
に
よ
る
集
会

（W
itangem

ot

）
の
中
で
行
わ
れ
、
文
書
上
で
言
及
さ
れ
る
王
や
大
司
教
を
頂

点
と
し
た
聖
俗
双
方
の
有
力
者
で
構
成
さ
れ
る
証
人
た
ち
が
参
加
す
る
儀
式
が

行
わ
れ
、
証
人
た
ち
が
手
で
触
る
こ
と
で
そ
の
文
書
の
内
容
の
正
当
性
を
確
認

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る）

（2
（

。

　

ほ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
王
文
書
と
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
王
文
書
の
違
い
と
し
て
は
、
自
筆
の
署
名
、
自
筆
の
十
字
記
号
、
筆
記
者

の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
玉
璽
も
一
一
世
紀
半

ば
以
降
の
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖
王
の
時
期
（
一
〇
四
二
︱
一
〇
六
六
）
以
降
か
ら

し
か
現
存
す
る
も
の
で
は
確
認
で
き
な
い）

（1
（

。
以
上
か
ら
文
書
の
発
行
は
王
の

宮
廷
か
ら
の
公
的
な
行
為
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個

人
的
・
私
的
な
行
為
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

次
に
、
王
か
ら
発
行
さ
れ
た
文
書
と
し
て
挙
げ
る
の
が
リ
ッ
ト
（W

rit

）

で
あ
る
。
リ
ッ
ト
は
王
文
書
よ
り
も
短
い
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
演
説
の
形

式
を
と
っ
た
文
書
で
あ
る
。
リ
ッ
ト
は
シ
ャ
ー
や
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
集
会

（court

）
に
お
い
て
王
が
宣
言
し
た
言
葉
と
し
て
、
そ
の
指
示
や
任
命
、
通
知

が
読
み
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
読
み
上
げ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
た
め
に
、
全
編
が
古
英
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
文
書
の
内
容
と
し
て
は
、

行
政
上
の
指
示
、
高
官
へ
の
任
命
、
特
権
の
付
与
の
通
知
な
ど
様
々
な
内
容
で

発
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
も
の
は
主
に
土
地
の
権
利
者

の
変
更
や
そ
れ
に
伴
う
特
権
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
る
リ
ッ
ト
は

一
一
世
紀
以
降
の
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
九
世
紀
に
は
作
成
さ
れ
て
い
た
と
い 

わ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
本
来
は
私
文
書
で
あ
る
遺
言
書
、
奴
隷
解
放
文
書
、
紛
争
解
決

記
録
、
財
産
目
録
、
婚
姻
契
約
文
書
な
ど
も
広
義
の
チ
ャ
ー
タ
ー
に
含
め
て
考

え
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
森
貴
子
は
土
地
を
中
心
と
し
た
権
利
に
関
わ
る

様
々
な
文
書
も
含
め
て
チ
ャ
ー
タ
ー
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る）

（1
（

。
一
方
で
、
近
年
、
S
・
ケ
イ
ン
ズ
は
形
式
を
し
っ
か
り
備
え
た
、
王

権
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
文
書
の
み
を
チ
ャ
ー
タ
ー
と
し
て
定
義
し
て
い
る）

（1
（

。

加
え
て
、
私
文
書
の
場
合
に
は
真
偽
の
判
定
が
難
し
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ

と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
節
　
内
容
と
形
式

　

本
稿
で
扱
う
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
に
は
リ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。ま
た
、

前
述
の
と
お
り
私
文
書
の
多
く
も
真
偽
を
め
ぐ
る
問
題
に
決
着
が
つ
い
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
王
文
書
を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
。
一
例
と
し
て
、「
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
文
書
」
で
あ
る
大
英
図
書
館
所
蔵Cotton Ch V

III 14 

（S864

）

を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
は
九
八
七
年
に
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
か
ら

王
の
セ
イ
ン）

（1
（

の
エ
セ
ル
シ
ー
に
対
し
て
現
在
の
ケ
ン
ト
州
に
あ
り
、
グ
レ
ー

タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
と
の
境
界
近
く
に
あ
る
ブ
ロ
ム
リ
ー
の
耕
作
地
の
授
与
に
つ

い
て
の
文
書
で
あ
る
。「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
を
め
ぐ
る
文
書
形
式
学
的
な

定
義
を
め
ぐ
る
問
題
は
ひ
と
ま
ず
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は
文
書
の
形
態
と

内
容
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
次
の
写
真
は
大
英
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文

書
の
写
真
で
あ
る
（
写
真
①Cotton Ch V

III 14 r

（S864

）、
写
真
②
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写真② Cotton Ch VIII 14 v（S864）

写真① Cotton Ch VIII 14 r（S864）

British Library Digitised Manuscripts　Copyright ⓒ The British Library Board
（http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Cotton Ch VIII （（）

British Library Digitised Manuscripts　Copyright ⓒ The British Library Board
（http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Cotton Ch VIII （（）
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Cotton Ch V

III 14 v

（S864

）、
参
照
）。
コ
ッ
ト
ン
手
稿
集
（Cotton 

M
anuscripts

）
と
呼
ば
れ
る
史
料
群
は
政
治
家
・
好
古
家
で
あ
る
コ
ッ
ト
ン

家
に
よ
り
一
六
世
紀
か
ら
三
世
代
に
わ
た
り
収
集
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
。
ジ
ョ
ン
・
コ
ッ
ト
ン
（
一
六
二
一
︱
一
七
〇
二
）
の
遺
言
に
も
と
づ
き
王

家
に
寄
託
さ
れ
た
後
、
一
七
五
三
年
に
大
英
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な

り）
12
（

、
そ
の
後
大
英
図
書
館
の
成
立
に
よ
り
大
英
図
書
館
の
所
蔵
品
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、文
書
の
外
見
上
の
状
況
を
確
認
す
る
。

こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
は
獣
皮
紙
で
作
成
さ
れ
て
お

り
、
大
き
さ
は
縦243m

m

、
横415m

m

で

あ
る
。
ま
た
授
与
に
際
し
て
、
折
り
曲
げ
ら
れ

て
い
る
。
図
①
チ
ャ
ー
タ
ー
の
折
り
方）

1（
（

は
「
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
折

り
方
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
も
同
様
の
折
り
方

が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
書
の
裏
に
は
折

り
曲
げ
た
際
に
表
の
な
る
部
分
に
文
書
本
文
と

は
違
う
筆
跡
と
イ
ン
ク
で
簡
易
的
な
内
容
が
記

さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
と
も
違
う
筆
跡
と
イ
ン
ク

でV
III 14 

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
文
書
の
内
容
と
形
式
を
見
て
い
く）

11
（

。

エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治
世
を
含
む
、
一
〇
世

紀
か
ら
一
一
世
紀
の
チ
ャ
ー
タ
ー
は
文
書
形
式

の
点
か
ら
み
る
と
、「
神
へ
の
呼
び
か
け
」、
文

書
の
起
草
に
至
っ
た
宗
教
的
な
動
機
が
書
か
れ

る
「
前
文
」、
授
与
者
、
受
領
者
、
土
地
の
大
き
さ
や
地
名
、
土
地
の
境
界
、

保
有
条
件
と
い
っ
た
文
書
の
決
定
の
詳
細
で
あ
る
「
措
置
部
」、
文
書
の
決
定

に
違
反
す
る
も
の
に
対
す
る
罰
則
で
あ
る
「
呪
詛
」、「
年
号
」、「
証
人
の
リ
ス

ト
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る）

12
（

。
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
当
該
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
内

容
と
形
式
を
順
を
追
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
で
も
最
初
に
十
字
記
号
と
、「
神
へ
の
呼
び
か
け
」
が
書

か
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
置
か
れ
る
「
前
文
」
で
は
、
世
界
の
終
末
、「
民
は

民
に
、
国
は
国
に
敵
対
し）

11
（

」
と
い
っ
た
聖
書
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　

次
に
、「
措
置
部
」
が
置
か
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
ま
ず
、「
天
の
威
光
に
よ

る
ア
ン
グ
ル
人
と
そ
の
周
辺
の
ほ
か
の
人
々
の
勤
勉
な
バ
シ
レ
ウ
ス

（Basileos

）
で
あ
る
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
」
と
い
う
形
で
授
与
者
で
あ
る
王
の
称

号
と
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
、「
一
〇
の
大
き
さ
の
耕
作
地
の
ブ

ロ
ム
リ
ー
（Brom

leg

）」
と
し
て
土
地
の
大
き
さ
と
そ
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、「
私
〔
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
〕
の
と
て
も
忠
実
な
エ
セ
ル
シ
ー
と

い
う
名
の
ミ
ニ
ス
タ
ー
〔
セ
イ
ン
〕」（〔　

〕
内
は
筆
者
の
訳
補
）
と
し
て
受

領
者
の
王
と
の
関
係
と
名
前
そ
し
て
肩
書
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
保

有
条
件
を
記
し
た
部
分
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
エ
セ
ル
シ
ー
は
ブ
ロ
ム
リ
ー
の

土
地
を
永
遠
に
保
有
し
、
子
孫
た
ち
が
そ
れ
を
放
棄
し
な
い
限
り
は
相
続
し
続

け
る
権
利
を
獲
得
し
て
い
る
。
ま
た
、
軍
役
・
橋
梁
修
築
・
城
塞
建
築
を
除
い

て
世
俗
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
か
ら
の
自
由
を
獲
得
し
て
い
る
。

　
「
措
置
部
」
は
ま
だ
続
く
が
、
途
中
で
全
く
文
脈
と
関
係
無
く
「
呪
詛
」
の

文
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「〔
何
人
も
私
人
と
し
て
〕
こ
の
決

定
の
変
更
を
行
お
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
ユ
ダ
の
共
犯
者
と
し
て
地
獄
の
炎
に

よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
」
こ
と
が
記
さ
れ
る）

11
（

。
た
だ
し
、
違
反
に
対
し
て
、
適

図①チャーターの折り方

S.D. Thompson, Anglo-Saxon Royal Diplomas a Palaeography,（Woodbridge,
（00（）, p. （（
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切
な
賠
償
が
行
わ
れ
た
際
は
そ
の
限
り
で
な
い

こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
呪
詛
」
の
後
に
「
措
置
部
」
が
再
開
さ
れ
、

土
地
の
境
界
線
及
び
こ
の
土
地
に
存
在
す
る
穴

の
所
在
地
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
チ
ャ

ー
タ
ー
の
ほ
か
の
箇
所
は
ラ
テ
ン
語
で
作
成
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
み
は
古
英
語
で
作

成
さ
れ
て
い
る
。
古
英
語
の
文
字
を
ほ
か
の
ラ

テ
ン
語
部
分
の
文
字
と
比
べ
て
み
る
と
、
文
字

は
若
干
小
さ
く
な
り
、
線
の
太
さ
も
古
英
語
の

部
分
の
方
が
細
い
。（
写
真
③Cotton Ch 

V
III 14 r

（S864
）
九
、一
〇
行
目
右
部
分
の

拡
大
（
筆
者
加
筆
）、
参
照
）。
古
英
語
の
前
後

で
ラ
テ
ン
語
の
部
分
の
文
字
の
大
き
さ
太
さ
を

比
較
し
て
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ラ
テ
ン

語
部
分
を
先
に
作
成
し
、
そ
の
後
古
英
語
部
分

を
書
き
入
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
チ
ャ

ー
タ
ー
に
お
い
て
二
つ
の
言
語
が
こ
の
よ
う
に

使
い
分
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
土
地
の
境
界
を
画
定
す
る
際
に
実

際
に
現
地
に
行
っ
て
、
当
事
者
の
立
ち
会
い
の
も
と
に
古
英
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
地
名
等
の
確
認
作
業
が
行
わ
れ
、
こ
の
作
業
を
踏
ま

え
て
チ
ャ
ー
タ
ー
へ
の
記
載
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
ま
た
、
文
字
の
太
さ
が
細
い
も
の
に
変
え
ら

れ
て
い
る
た
め
、
文
書
の
作
成
者
に
と
っ
て
は
ラ
テ
ン
語
部
分
の
方
が
重
要
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
内
容
と
し
て
は
北
、
東
、
南
、
西
の
順
に
そ
の
境

界
を
め
ぐ
る
形
で
「
○
○
か
ら
×
×
へ
（
△
△
を
通
っ
て
）」
と
い
う
形
式
で

そ
の
境
界
の
目
印
と
な
る
自
然
物
や
建
物
、
地
名
を
交
え
な
が
ら
記
さ
れ
て
い

る
。
古
英
語
で
記
さ
れ
た
部
分
の
最
後
で
は
、
こ
の
地
に
存
在
す
る
穴
の
場
所

に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
次
に
年
号
と
イ
ン
デ
ィ
ク
テ
ィ
オ
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
チ
ャ

ー
タ
ー
で
は
王
の
治
世
の
何
年
目
か
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
こ
こ
で
は

省
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
で
は
年
号

は
記
載
さ
れ
る
が
日
付
は
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
エ
セ
ル
レ
ッ

ド
二
世
の
治
世
で
日
付
ま
で
わ
か
る
チ
ャ
ー
タ
ー
は
「
偽
文
書
」・「
真
偽
不
明

の
文
書
」
を
含
め
て
も
一
一
点
に
す
ぎ
な
い）

11
（

。
ま
た
、
同
様
に
決
定
が
行
わ

れ
た
場
所
も
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治
世
で
は

一
五
点
し
か
な
い）

11
（

。

　

そ
の
後
、「
証
人
リ
ス
ト
」
が
続
く
。
こ
こ
で
は
、
十
字
記
号
の
後
に
一
人

称
単
数
の
代
名
詞ego

と
と
も
に
証
人
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
記
さ
れ
る
順

番
は
、
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
で
は
王
、
大
司
教
、
司
教
、
エ
ア
ル
ド
ル
マ
ン

（ealdorm
an

、
な
お
本
チ
ャ
ー
タ
ー
に
お
い
て
は
ラ
テ
ン
語
で
同
じ
肩
書
き

を
指
すdux

が
用
い
ら
れ
る
）、
修
道
院
長
、
セ
イ
ン
で
あ
る
。
王
、
大
司
教
、

司
教
ま
で
は
名
前
と
と
も
に
、
文
書
に
対
し
て
の
コ
メ
ン
ト
も
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
コ
メ
ン
ト
の
例
と
し
て
、
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
で
一
番
長
く
書
い
て
い
る
エ

セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
を
見
て
み
る
と
、「
こ
の
特
権
の
贈
与
を
快
く
認
め
た
」）

11
（

と

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
王
の
称
号
は
本
文
中
で
は
バ
シ
レ
ウ
ス
を
使
用
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
王
の
こ
と
を
さ
す
本
来
の
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
レ
ク
ス
（rex

）

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

写真③ Cotton Ch VIII 14 r（S864）9、10 行目右端部分を拡大（筆者加筆）
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以
上
よ
り
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
類
型
、
エ
セ
ル
レ

ッ
ド
二
世
の
治
世
を
含
む
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
形
式
と

内
容
をCotton Ch V

III 14

（S864

）
か
ら
確
認
し
た
。Cotton Ch V

III 
14 

（S864
）
は
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治
世
で
は
珍
し
い
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文

書
」
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
文
書
も
同
様
の
形
式
・
内
容
を
備
え
た
も
の
で

あ
る
。

第
二
章
　
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
王
文
書

　

次
に
、
ど
の
よ
う
な
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世

の
治
世
に
注
目
し
て
み
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
生
涯
に

つ
い
て
、
簡
単
に
み
て
い
き
た
い
。
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
は
ウ
ェ
ス
ト
サ
ク
ソ

ン
王
家
エ
ド
ガ
ー
王
と
そ
の
二
番
目
の
妻
エ
ル
フ
ス
リ
ー
ス
と
の
間
に
九
六
八

年
に
生
ま
れ
た
。
エ
ド
ガ
ー
王
の
死
後
、
異
母
兄
の
エ
ド
ワ
ー
ド
と
王
位
継
承

権
を
争
い
に
敗
れ
、
エ
ド
ワ
ー
ド
が
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
エ
ド
ワ
ー
ド
王
が
暗
殺
さ
れ
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
が
九
七
八
年
に
一
〇

歳
で
即
位
し
た
。
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
は
若
く
し
て
王
に
即
位
し
た
た
め
、
彼

の
母
で
あ
る
エ
ル
フ
ス
リ
ー
ス
、ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
司
教
エ
セ
ル
ウ
ォ
ル
ド
、

エ
ア
ル
ド
ル
マ
ン
の
エ
ル
フ
ェ
レ
が
摂
政
的
な
役
割
を
担
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
九
八
三
年
に
エ
ル
フ
ェ
レ
が
、
九
八
四
年
八
月
に
エ
セ
ル
ウ
ォ

ル
ド
が
死
去
し
、
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
親
政
が
開
始
さ
れ
た）

22
（

。
ま
た
、

九
八
一
年
以
降
デ
ー
ン
人
の
侵
略
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
九
九
四
年
に
後
に
ノ

ル
ウ
ェ
ー
王
と
な
る
オ
ー
ラ
フ
・
ト
リ
ュ
グ
ヴ
ァ
ソ
ン
と
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世

は
講
和
を
結
ん
だ
。
そ
の
後
、
た
び
た
び
襲
撃
の
記
録
が
あ
る
が
、
比
較
的
平

和
な
時
期
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
一
〇
〇
三
年
に
デ
ー
ン
人
の
ス
ヴ
ェ
ン
二
叉

髭
王
に
よ
る
侵
略
が
開
始
さ
れ
、
一
〇
一
三
年
に
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
は
ノ
ル

マ
ン
デ
ィ
ー
へ
亡
命
し
た
。
一
〇
一
四
年
に
ス
ヴ
ェ
ン
二
叉
髭
王
が
死
亡
す
る

と
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
呼
び
戻
さ
れ
再
び
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

王
に
即
位
し
た
。
そ
の
後
、
ス
ヴ
ェ
ン
二
叉
髭
王
か
ら
軍
を
引
き
継
い
だ
ク
ヌ

ー
ト
に
よ
る
侵
略
が
進
む
中
で
一
〇
一
六
年
に
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
は
死
亡
し

た）
2（
（

。

　

次
の
表
は
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治
世
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
王
文
書
に

限
定
し
、
ソ
ー
ヤ
ー
・
カ
タ
ロ
グ
の
番
号
に
従
い
一
覧
表
と
し
た
も
の
で
あ
る

（
表
①
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
王
文
書
、
参
照
）。
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治

世
の
王
文
書
は
一
〇
九
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
年
号
の
分
布
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治
世

全
体
で
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
治
世
の
初
期
の
摂
政
の
よ
う
な
役

割
が
い
た
時
期
と
親
政
が
行
わ
れ
た
九
八
五
年
以
降
を
比
べ
て
も
文
書
の
数
に

変
化
が
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
ず
、
文
書
作
成
に
変
化
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
オ
ー
ラ
フ
・
ト
リ
ュ
グ
ヴ
ァ
ソ
ン
と
の
講
和
の
成
立

か
ら
ス
ヴ
ェ
ン
二
叉
髭
王
の
侵
略
以
前
は
ほ
か
の
時
期
と
比
べ
て
も
多
く
の
文

書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
治
世
の
晩
年
、
一
〇
一
〇
年
以
降
の
文
章
は

六
年
間
で
一
三
点
で
あ
り
、
ほ
か
の
時
期
と
比
べ
る
と
か
な
り
少
な
く
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
一
〇
〇
四
年
に
は
じ
ま
る
デ
ー
ン
人
の
侵
略
と
そ
れ
に
伴
う
混

乱
の
た
め
に
チ
ャ
ー
タ
ー
の
作
成
自
体
が
減
少
し
た
か
、
た
と
え
文
書
自
体
は

作
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
社
会
的
混
乱
の
な
か
で
は
文
書
の
保
存
管
理
を
す

る
体
制
が
十
分
と
は
い
え
ず
、破
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
宛
先
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
聖
職
者
側
に
渡
さ
れ
た
も
の
が
五
七
点

と
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治
世
の
文
書
の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
現
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史料名 年 宛先 要件 真偽 BAASC
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ 司教 土地授与 a
S（（（ （（0 教会 土地授与（購入） a
S（（（ （（0 聖職者 土地授与 a
S（（（ （（（ 教会 特権授与 c （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（0 （（（ レオフリック 土地授与 a
S（（（ （（（ 修道院長 土地授与 a
S（（（ （（（ 教会 土地承認 a （
S（（（ （（（ 教会 土地授与 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ 司教 土地授与 a （
S（（（ （（（ dux 土地授与 c
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ 司教 漁業権授与 b
S（（0 （（（ 教会 土地承認 a （
S（（（ （（（ 男 土地授与 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ 書記者 土地授与 a （
S（（（ （（（ 教会 土地授与 c
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ 友 土地授与 a
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ 司祭 土地授与 a
S（（0 （（（ ウルフルム 土地授与 a
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 ay （、（
S（（（ （（（ エセルウォルド 土地授与 a （
S（（（ （（（ 教会 土地授与 a
S（（（ （（（ 猟師 土地授与 a
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ 司教 土地授与 a （
S（（0 （（（ セイン 土地授与 a
S（（（ （（（ 司教・セイン 文書授与 a
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 c
S（（（ （（0 セイン 土地授与 a
S（（（ （（0 セイン 土地授与 b （

表①エセルレッド二世期の王文書
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史料名 年 宛先 要件 真偽 BAASC
S（（（ （（（ 修道院 特権承認（新設修道

院の選択の自由） ay （

S（（（ （（（ 王の母 土地授与 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 ay （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 cz （
S（（0 （（（ 司教 特権授与 ay
S（（（ （（（ 教会 土地授与 a
S（（（ （（（ 司教 土地承認 a
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ 修道院 土地承認 ay
S（（（ （（（ 司教 土地の回復 a （
S（（（ （（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （（（ 王の兄弟 土地授与 a （
S（（（ （（（ 修道院 土地授与 a

S（（（ （（（ 教会 文書の回復
（漁業権） a

S（（0 （（（ 司教 土地授与 az
S（（（ （（（ 教会 土地の回復 a （
S（（（ （（（ dux 土地授与 ay
S（（（ （（（ 教会 土地の回復 a

S（（（ （（（ 修道院 特権承認と
土地授与 c （

S（（（ （（（ 司教・修道院 ベネディクト会への
転換の許可 a （

S（（（ （（（ 教会 土地授与 a
S（（（ （000 教会 土地授与 c （
S（（（ （00（ Clofi 土地授与 ay
S（（（ （00（ 修道院 修道院授与 a （
S（00 （00（ セイン・教会 土地授与 a
S（0（ （00（ 大司教 土地授与 a （
S（0（ （00（ セイン 土地授与 a （
S（0（ （00（ 修道院 土地授与 a

S（0（ （00（ 修道院・
修道院長 特権と土地承認 a （

S（0（ （00（ 信用できるも
のとその妻 土地の回復 az

S（0（ （00（ 修道院 特権と土地授与 az （
S（0（ （00（ 修道院 土地授与 c
S（0（ （00（ or （0（（ 教会 土地の承認 c
S（0（ （00（ 修道院 土地承認 a
S（（0 （00（ セイン 土地授与（購入） a （
S（（（ （00（ 修道院 修道院創立の承認 a

S（（（ （00（ 修道院 土地授与と自由の更
新 a （

S（（（ （00（ 司教 土地授与 b
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史料名 年 宛先 要件 真偽 BAASC
S（（（ （00（ 教会 修道院の再建と土地

承認 a

S（（（ （00（ prepositus 土地授与（購入） a （
S（（（ （00（ 修道院 土地授与 ay
S（（（ （00（ セイン 土地授与 c （
S（（（ （00（ 教会 土地と屋敷の返還 c （
S（（（ （00（ 修道院 土地授与（購入） a

S（（0 （00（ 修道院・
修道院長 土地授与（交換） a （

S（（（ （00（ 修道院 土地授与 a
S（（（ （00（ セイン 土地授与 ay （
S（（（ （0（（ セイン 土地授与（購入） a （
S（（（ （0（（ セイン 土地授与 a （

S（（（ （0（（ 王妃 荘園授与と教会への
献上 b

S（（（ （0（（ 司教 土地授与 a （
S（（（ （0（（ or （0（（ セイン 土地授与 c
S（（（ （0（（ セイン 土地授与 b （
S（（（ （0（（ 男 土地授与 a （
S（（0 （0（（ 修道院 土地授与（購入） c （
S（（（ （0（（ セイン 土地授与 a （
S（（（ （0（（ dux 土地授与 a
S（（（ （0（（ 修道院 土地授与 b （
S（（（ （0（（ 司教 土地授与 a （、（
S（（（ （0（（ 修道院 土地の回復 c
S（（（ （（0 or （00（ 教会 土地授与 b （
S（（（ ？ セイン 土地授与 c
S（（0 （00（ or （0（（ 修道院 特権授与 c
S（（（ ？ 教会 土地承認 c
S（（（ （（0 教会 土地授与 b
S（（（ （00（ or （0（（ デーン人 土地授与（購入） a
S（（（ （（0 ？ 土地授与 c

a  真　　　b  真偽不明　　　c  偽
y （ 葉の獣皮紙に書かれており、文書内の日付と書かれた時期が一致する 
z （ 葉の獣皮紙に書かれているが、文書内の日付と書かれた時期が一致しない 

文 書 の 真 偽 に つ い て は S．Keynes, The Diplomas of King Æthelred ‘the Unready’ 
(Cambridge, （（（0),　pp. （（（-（（（. とBAASC シリーズを参照した。BAASC シリーズに記
載があるものはその巻数を記載した。
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存
し
て
い
る
文
書
の
ほ
と
ん
ど
が
教
会
や
修
道
院
が
保
管
し
て
い
た
こ
と
も
関

係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
セ
イ
ン
やdux

（
エ
ア
ル
ド
ル
マ
ン
）、
王
の
親

族
な
ど
と
い
っ
た
世
俗
の
人
々
に
対
し
て
も
五
二
点
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い

る
。
本
来
で
あ
れ
ば
世
俗
の
私
人
に
対
し
て
作
成
さ
れ
た
チ
ャ
ー
タ
ー
は
そ
の

子
孫
の
居
住
地
の
移
動
の
際
や
そ
の
家
系
の
断
絶
な
ど
に
よ
っ
て
チ
ャ
ー
タ
ー

は
破
棄
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
部
が
魂
の
救
済
を
目
的
と

し
て
私
人
か
ら
教
会
・
修
道
院
に
土
地
が
譲
渡
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
権
利
証

書
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
チ
ャ
ー
タ
ー
も
教
会
・
修
道
院
に
譲
渡
さ
れ
、
そ

の
後
教
会
・
修
道
院
が
土
地
の
来
歴
を
示
す
関
係
文
書
を
す
べ
て
保
存
し
て
い

た
た
め
現
存
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

　

次
に
要
件
を
見
る
と
、
一
〇
九
点
中
一
〇
一
点
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
土
地
・

特
権
の
授
与
で
あ
る
。そ
の
ほ
か
に
二
点
の
漁
業
権
に
つ
い
て
の
チ
ャ
ー
タ
ー
、

一
点
の
修
道
院
の
設
立
の
許
可
の
チ
ャ
ー
タ
ー
、
一
点
の
修
道
院
の
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
会）

21
（

へ
の
転
換
の
チ
ャ
ー
タ
ー
が
あ
る
。

　

次
に
個
々
の
チ
ャ
ー
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
伝
来
し
て
い
る
の
か
、

に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
に
は
、

一
葉
の
証
書
の
状
態
で
残
っ
て
い
る
も
の
と
教
会
や
修
道
院
で
作
成
さ
れ
た
カ

チ
ュ
ラ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
ま
た
、

一
葉
の
証
書
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
文
書
が
授
与
さ
れ
た
当
時
の

も
の
と
後
世
の
写
し
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
つ
い
て
、

G
・ 

W
・
C
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
の
「
土
地
の
保
有
者
に
よ
っ
て
、
彼
ら
土
地
保

有
者
の
個
人
的
な
い
し
は
団
体
と
し
て
の
権
利
の
証
拠
と
し
て
保
管
さ
れ
た
チ

ャ
ー
タ
ー
や
ほ
か
の
文
書
の
登
録
簿
（
レ
ジ
ス
タ
ー
）
で
あ
る
」
と
い
う
定
義

を
鶴
島
博
和
は
批
判
し
、「
他
者
と
の
関
係
を
律
す
る
行
為
を
な
い
し
は
そ
の

規
範
を
記
録
し
た
文
書
の
受
領
者
側
の
写
し
の
保
存
集
」
と
再
定
義
し
た）

22
（

。

本
稿
で
は
、
登
録
簿
（
レ
ジ
ス
タ
ー
）
と
し
て
の
役
割
の
み
で
な
く
、
カ
チ
ュ

ラ
リ
ー
の
性
質
の
幅
広
く
内
包
し
、
説
明
し
て
い
る
鶴
島
の
定
義
に
従
う
も
の

と
す
る
。
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
た
チ
ャ
ー
タ
ー
は
基
本
的
に
後
に
編
纂

さ
れ
、
書
き
写
さ
れ
た
。
多
く
の
場
合
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
紛
失
し
た
り
、
破
棄

さ
れ
た
り
す
る
も
の
の
、
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
書
き
写
さ
れ
た
後
も
一
葉
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
証
書
の
状
態
の
チ
ャ
ー
タ
ー
が
紛
失
せ
ず
残
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
チ
ャ
ー
タ
ー
と
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
双
方
が

残
っ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
解
説
し
た
Ｄ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
内
容
が
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
筆
写
さ
れ
る
際
に
、
文
言
の
省
略
や
補

足
の
挿
入
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
し
た
が
っ
て
、
書

き
写
さ
れ
た
チ
ャ
ー
タ
ー
に
は
部
分
的
な
改
竄
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
文
書
の
写
し
や
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
が
作
成
さ
れ
る
過
程
で
文
書

自
体
が
捏
造
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
　
先
行
研
究
で
の
文
書
の
真
偽
の
取
り
扱
い
方

　

本
章
で
は
前
述
の
よ
う
な
文
書
の
真
偽
の
問
題
の
中
で
ど
の
よ
う
に
チ
ャ
ー

タ
ー
が
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
検
討
し
た
い
。

第
一
節
　
文
書
形
式
学
の
立
場
か
ら
　

　

チ
ャ
ー
タ
ー
の
真
偽
に
つ
い
て
は
主
に
「
文
書
形
式
学
」）

21
（

を
用
い
て
、
確
定

が
な
さ
れ
て
き
た
。「
文
書
形
式
学
」と
は
歴
史
学
の
補
助
学
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

大
き
く
は
二
つ
の
点
か
ら
文
書
の
性
格
を
考
え
る
。
第
一
に
、
文
書
を
構
成
し

て
い
る
外
見
的
な
要
素
や
文
書
に
使
わ
れ
て
い
る
紙
や
イ
ン
ク
と
い
っ
た
素
材
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に
関
す
る
要
素
と
い
っ
た
文
書
の
形
式
（
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
）
や
、文
書
の
書
体
、

文
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
と
い
っ
た
物
質
的
な
要
素
に
よ
り
チ
ャ
ー
タ
ー
の
真
偽
が

判
定
さ
れ
る
。
第
二
に
、
文
書
の
内
容
の
中
の
定
式
句
、
特
定
の
文
言
の
有
無
、

証
人
の
リ
ス
ト
の
人
物
な
ど
か
ら
真
偽
の
判
定
が
な
さ
れ
る）

21
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
「
文
書
形
式
学
」
の
観
点
お
よ
び
文
書
の
内
容
に
よ
る
判
定

か
ら
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
文
書
の
真
偽
性
を
考
え
る
と
、
四
つ
の
区

分
が
で
き
る
。
第
一
に
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
で
あ
る
。「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

文
書
」
と
は
真
偽
性
が
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
い
、
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
年
と
同
じ
時
期
に
作
成
さ
れ
、
授
与
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
第
二
に
「
真
正

の
文
書
の
写
し
」
で
あ
る
。「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
が
ほ
か
に
あ
り
、
保
存

性
を
高
め
る
た
め
や
索
引
を
し
や
す
く
す
る
た
め
、
土
地
の
来
歴
が
わ
か
り
や

す
く
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
等
に
転
写
さ
れ
た

も
の
が
代
表
的
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
な
ん
ら
か
の
理
由
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

文
書
を
補
完
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
第
三
に
「
偽
文
書
」
で

あ
る
。「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
が
な
い
状
態
で
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。

文
書
が
捏
造
さ
れ
る
理
由
や
状
況
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
明
白

な
悪
意
の
も
と
で
他
人
の
土
地
を
占
有
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
、
す
で

に
土
地
は
保
有
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
土
地
の
権
利
に
関
す
る
文
書
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
場
合
、
前
の
所
有
者
が
他
者
か
ら
土
地
や
特
権
を
譲
渡
さ
れ
た

際
の
文
書
は
保
持
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
自
身
の
手
に

渡
っ
た
か
を
示
す
文
書
が
な
い
場
合
に
作
成
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
理
由
は
複
数

の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
文
書
で
あ
る
。
第
四
に
「
真
偽
不
明
の
文
書
」
で

あ
る
。「
真
正
の
文
書
の
写
し
」
か
「
偽
文
書
」
か
が
判
定
が
で
き
な
い
ケ
ー

ス
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
は
そ
の
判
定
が
文
書
の
内
容
と
と
も
に
、
物
質
的

な
要
素
を
加
味
し
て
判
定
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
文
書
の
内
容

に
よ
り
判
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
に
関

し
て
言
え
ば
、
表
①
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
王
文
書
に
掲
載
し
た
項
目
の
う

ち
、「
真
偽
」
と
し
て
ま
と
め
た
列
が
判
定
結
果
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ケ

イ
ン
ズ
に
よ
る
判
定
お
よ
びBA

A
SC

に
よ
る
判
定
を
も
と
に
そ
の
真
偽
お
よ

び
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
で
あ
る
か
ど
う
か
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の

表
の
「
真
偽
」
の
欄
に
お
い
て
「
ａ
ｙ
」
と
し
て
い
る
も
の
が
「
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
文
書
」
そ
れ
以
外
の
「
ａ
」
や
「
ａ
ｚ
」
が
「
真
正
の
文
書
の
写
し
」
で
あ

り
、「
ｂ
」
は
「
真
偽
不
明
の
文
書
」、「
ｃ
」
は
「
偽
文
書
」
で
あ
る
。

第
二
節
　
制
度
史
・
政
治
史
の
立
場
か
ら

　

次
に
、
制
度
史
や
政
治
史
に
関
わ
る
先
行
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ア

ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
真
偽
の
問
題
に
対
応
し
て
い
た
の
か

確
認
し
て
い
き
た
い
。
初
期
の
研
究
で
は
、
文
書
の
真
偽
自
体
に
つ
い
て
、
慎

重
な
姿
勢
が
取
ら
れ
、
そ
の
真
偽
の
判
定
の
も
と
で
、
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

と
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
し
か
し
、
H
・
P
・
R
・
フ
ィ
ン
バ
ー
ク
は
「
用
心
深
く

は
あ
る
が
寛
大
で
あ
る
批
評
基
準
」
を
用
い
て
文
書
を
判
定
し
た
と
さ
れ
て
い

る）
21
（

。
こ
れ
ら
の
状
況
に
対
し
て
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー

の
一
九
七
三
年
か
ら
過
去
二
〇
年
間
の
研
究
史
を
ま
と
め
た
、
N
・ 

ブ
ル
ッ

ク
ス
は
文
書
に
対
す
る
過
度
な
批
判
に
よ
り
生
じ
る
研
究
の
停
滞
と
偽
物
や
後

世
の
補
足
を
真
正
の
文
書
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
誤
っ
た

結
論
の
ど
ち
ら
が
悪
い
か
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
、
文
書
の
真
偽
に

つ
い
て
の
立
場
を
保
留
と
し
て
い
る）

21
（

。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
ホ
ワ
イ
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ト
ロ
ッ
ク
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
料
集
（E

nglish H
istorical D

ocum
ents

）

シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
チ
ャ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
の
解
説
の
中
で
重
要
な
提
言
を
行

っ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
時
期
の
合
わ
な
い
挿
入
句
や
書
き
間
違
い

に
よ
っ
て
文
書
形
式
学
上
、
偽
文
書
と
さ
れ
て
い
て
も
無
か
ら
新
た
な
も
の
を

創
作
し
て
い
る
可
能
性
は
少
な
く
、
現
存
し
て
い
な
い
何
か
し
ら
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
を
使
用
し
て
い
る
可
能
性
や
現
代
の
人
々
の
知
ら
な
い
伝
承
を
も
と
に
し
て

い
る
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
偽
文
書
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
作

成
し
た
筆
記
者
も
自
身
に
何
か
し
ら
の
関
係
が
あ
る
か
ら
作
成
し
た
の
で
あ

り
、そ
の
偽
物
が
作
成
さ
れ
た
時
代
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
た
め
、

偽
文
書
と
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
分
析
か
ら
除
外
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
し

て
い
る）

12
（

。
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
提
言
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
、
近
年
に
至
る
ま
で
、
こ
の
提
言
を
踏
ま
え
た
研
究
が
多
く
出
さ
れ

て
い
る
。

　

日
本
に
お
け
る
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
を
史
料
と
し
て
用

い
た
研
究
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
提
言
を
取
り
入
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」
を
含
め
た
検
討
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
で
は
「
偽
文
書
」
に
対
す
る
一

定
の
配
慮
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
森
も
一
九
九
九
年
の
論
文
の
中
で
「
真
正

性
が
特
に
問
題
と
な
る
場
合
に
は
注
意
す
る
こ
と
と
し
た
い
」
と
し
て
い
る）

1（
（

。

鶴
島
は
偽
文
書
や
コ
ピ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
そ
こ
か
ら
傾
向
が
確
認
で

き
る
た
め
、そ
れ
ら
の
文
書
も
検
討
の
対
象
と
す
る
と
し
て
い
る）

11
（

。
以
上
か
ら
、

日
本
に
お
い
て
は
「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」
に
対
し
て
一
定
の
配
慮

が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の
提
言
を
受
け
止
め
た

検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
文
書
に
関
わ
る
先
行
研
究
も
基
本
的
に
は
ホ
ワ
イ

ト
ロ
ッ
ク
の
提
言
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
に
な
さ
れ
た
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
に
関
わ
る
二
つ
の
研
究
を

取
り
上
げ
て
、
そ
の
な
か
で
文
書
の
真
偽
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い

る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
取
り
あ
げ
る
の
は
Ａ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
を
主

題
に
し
た
著
作
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
の
研
究
の
中
で
、
王
と
有
力
者

た
ち
に
よ
る
集
会
（W

itangem
ot

）
の
開
催
場
所
、
日
付
、
史
料
を
一
覧
表

に
し
た
部
分
で
あ
る）

12
（

。
表
の
中
で
は
、
全
部
で
二
五
回
の
史
料
上
で
確
認
で

き
る
集
会
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
言
及
さ
れ
て
い
る
史
料
の
う
ち
五
点
の
チ
ャ

ー
タ
ー
が
「
偽
文
書
」
か
「
真
偽
不
明
の
文
書
」
で
あ
る）

11
（

。
エ
セ
ル
レ
ッ
ド

二
世
自
身
が
か
つ
て
は
評
価
の
低
い
王
で
あ
っ
た
が
近
年
で
の
再
評
価
を
う
け

て
彼
の
業
績
の
可
能
性
を
最
大
限
に
評
価
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
文
献
で
偽
文
書
も
含
め
て
言
及
す
る
こ
と
自
体
は
問
題
な
い
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
著
作
の
意
図
を
踏

ま
え
ず
に
、
史
料
に
関
わ
る
部
分
を
無
批
判
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
危

険
性
が
つ
き
ま
と
う
。

　

次
に
、
Ｉ
・
ハ
ワ
ー
ド
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
も
エ
セ
ル
レ
ッ

ド
二
世
の
治
世
全
体
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ド
は
チ
ャ
ー
タ
ー
の
真
偽

に
つ
い
て
の
自
身
の
態
度
や
、
実
証
研
究
に
お
け
る
偽
文
書
の
取
扱
い
方
に
つ

い
て
、
必
ず
し
も
自
分
の
研
究
の
な
か
で
総
合
的
な
知
見
を
述
べ
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
の
、
彼
の
判
断
基
準
を
探
る
た
め
に
、
こ
こ
で

は
ハ
ワ
ー
ド
が
序
章
に
て
取
り
上
げ
て
い
る
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
と
そ
の
父
の

エ
ド
ガ
ー
王
の
バ
シ
レ
ウ
ス
称
号
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い）

11
（

。
バ
シ
レ
ウ
ス
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称
号
と
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
い
て
東
ロ
ー
マ
・
サ
サ
ン
戦
争
（
六
〇
二
︱

六
二
八
年
）
以
降
公
式
に
使
用
が
開
始
さ
れ
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
滅
亡
ま
で
ビ

ザ
ン
ツ
皇
帝
の
み
が
使
用
で
き
る
と
さ
れ
た
称
号
で
あ
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
王
に
対
し
て
バ
シ
レ
ウ
ス
称
号
の
使
用
を
拒
否
し
て
い
る）

11
（

。

し
か
し
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
バ
シ
レ
ウ
ス
称
号
が
た
び
た
び
使
わ
れ
て
い
る
。

ハ
ワ
ー
ド
は
バ
シ
レ
ウ
ス
称
号
の
使
用
に
つ
い
て
、
二
人
の
王
は
自
身
を
ビ
ザ

ン
ツ
皇
帝
に
な
ぞ
ら
え
て
使
用
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
エ
ド
ガ

ー
王
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
治
世
で
バ
シ
レ
ウ
ス
を
使
用
し
た
チ
ャ
ー
タ
ー

が
羅
列
さ
れ
て
お
り
、
エ
ド
ガ
ー
王
は
六
四
通
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
は
二
五

通
の
チ
ャ
ー
タ
ー
を
言
及
し
て
い
る）

11
（

。
ハ
ワ
ー
ド
自
身
は
こ
れ
ら
の
文
書
の

真
偽
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
が
、
筆
者
で
把
握
し
て
い
る
チ
ャ
ー
タ
ー
の

真
偽
の
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
（
表
①

エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
王
文
書
、
参
照
）。
エ
ド
ガ
ー
王
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の

う
ち
三
一
通
、エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
う
ち
六
通
が
「
偽
文
物
」

や
「
真
偽
不
明
の
文
書
」
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ワ
ー
ド
は
文
書

の
真
偽
の
議
論
を
し
っ
か
り
と
し
な
い
ま
ま
、
バ
シ
レ
ウ
ス
称
号
が
使
わ
れ
た

文
書
に
も
と
づ
い
て
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
政
治
状
況
を
復
元
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
王
の
称
号
に
つ
い
て
、
山
田
欣
吾
が
ド
イ
ツ
史
の
立
場

か
ら
「
証
書
の
信
頼
性
と
い
う
問
題
と
ダ
ブ
っ
て
い
る
た
め
、
多
分
に
水
か
け

論
の
き
ら
い
が
あ
る）

11
（

」
と
し
て
お
り
、
文
書
の
真
偽
と
深
く
関
わ
る
問
題
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
様
の
状
況
は
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
の
称
号
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
相
当
程
度
当
て
は
ま
る
と
い
え

よ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
研
究
に
つ
い
て
は
文
書
の
真
偽
に
つ
い
て
慎
重
に
取

り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
研
究
に
つ
い
て
は
近
年
の
エ
セ
ル
レ
ッ

ド
二
世
の
再
評
価
を
う
け
て
、
彼
の
業
績
を
評
価
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る

た
め
、「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」
も
分
析
の
対
象
と
し
て
い
て
も
問
題

な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
ハ
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
文
書
の
真
偽
が
問
題
と
な
る

よ
う
な
研
究
の
中
で
な
ん
の
言
及
も
な
く
「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」

を
分
析
の
対
象
に
加
え
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
の

提
言
の
よ
う
に
「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」
と
判
定
さ
れ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
歴
史
研
究
の
対
象
か
ら
外
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を

す
る
か
に
応
じ
て
、「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」
に
含
ま
れ
る
情
報
を
利

用
で
き
る
の
か
は
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
る
。

　

た
だ
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、
偽
文
書
は
研
究
か
ら
外
す
傾
向
が
強
い
。
R
・

ラ
ベ
ル
は
、
明
言
し
て
い
な
い
が
、
偽
文
書
や
真
偽
不
明
の
文
書
を
分
析
の
対

象
と
せ
ず
に
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
を
主
題
に
し
た
著
作
を
作
成
し
て
い
る）

11
（

。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
中
間
を
と
る
形
で
L
・
ロ
ー
チ
は
史
料
を
使
用
す
る
際
は

そ
の
史
料
の
真
偽
な
ど
の
評
価
に
つ
い
て
註
で
明
記
し
た
う
え
で
分
析
を
行
っ

た
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
を
主
題
に
し
た
著
作
を
作
成
し
て
い
る）

12
（

。

　

以
上
よ
り
、
先
行
研
究
で
は
近
年
ま
で
は
文
書
の
真
偽
に
対
し
て
は
比
較
的

寛
容
な
立
場
が
と
ら
れ
、「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」
の
内
容
を
含
ん
だ

研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
そ
れ
に
変
化
が
起
こ
り
、「
偽
文
書
」「
真

偽
不
明
の
文
書
」
に
慎
重
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

ま
と
め
と
展
望

　

ま
ず
、
第
三
章
に
お
け
る
議
論
を
ま
と
め
つ
つ
、
筆
者
自
身
の
見
解
を
述
べ
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て
お
き
た
い
。「
偽
文
書
」「
真
偽
不
明
の
文
書
」
に
も
魅
力
的
な
情
報
も
あ
り
、

後
世
の
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
イ
メ
ー
ジ
を
知
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
研
究
の
性
質
に
よ
っ
て
は
偽
文
書
や
真
偽
不
明
の
も
の
に
つ
い
て
も
切

り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
柔
軟
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
し

か
し
、
複
数
の
チ
ャ
ー
タ
ー
か
ら
物
事
の
変
遷
を
た
ど
る
研
究
で
か
つ
、
例
え

ば
筆
者
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
で
も
あ
る
王
の
称
号
の
研
究
の
よ
う
な
文
書
の
信

頼
性
が
重
要
と
な
る
研
究
で
は
、
文
書
の
真
偽
を
も
と
に
し
た
分
析
対
象
と
す

る
史
料
の
線
引
き
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

　

ま
ず
、
明
ら
か
に
「
偽
文
書
」
や
「
真
偽
不
明
の
文
書
」
は
「
水
か
け
論
」

を
避
け
る
た
め
に
も
使
用
し
な
い
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
純
粋

に
真
正
の
文
書
の
み
を
求
め
て
一
葉
の
証
書
の
形
式
で
残
さ
れ
て
い
る
「
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
文
書
」
の
み
を
使
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
文
書
数
は
ア
ン
グ
ロ
＝

サ
ク
ソ
ン
期
の
全
体
で
約
二
〇
〇
点）

1（
（

、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
王
文
書
に

限
定
す
る
と
九
点
に
す
ぎ
な
い）

11
（

。「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
の
現
存
数
の
少
な

さ
か
ら
、研
究
を
困
難
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、「
真
正
の
文
書
の
写
し
」

に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
教
会
や
修
道
院
が
作
成
し
た
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
に

お
い
て
引
き
写
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
筆
写
時
の

書
き
間
違
え
や
加
筆
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
特
に
、
加
筆
さ
れ

る
場
合
と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
、
修
道
院
が
過
去
に
は
な
か
っ
た
特
権
を
主

張
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
改
竄
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
大
幅
な

改
竄
を
そ
の
文
書
を
作
成
し
、保
存
し
て
い
る
教
会
や
修
道
院
が
行
う
と
地
域
・

俗
人
た
ち
の
口
頭
に
よ
り
何
世
代
に
も
わ
た
り
伝
え
て
い
た
記
憶
と
の
齟
齬
が

生
ま
れ
、
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
土
地
に
関
す
る
文
書
や

俗
人
と
の
か
か
わ
り
の
あ
る
文
書
は
大
幅
な
改
竄
や
「
偽
文
書
」
が
紛
れ
込
み

に
く
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
も
し
悪
意
の
あ
る
改
竄
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
土

地
の
境
界
線
を
教
会
・
修
道
院
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
変
更
し
た
り
、
特
権
を

追
加
し
た
り
と
い
っ
た
も
の
の
可
能
性
の
方
が
高
く
、
王
の
称
号
や
証
人
の
リ

ス
ト
と
い
っ
た
俗
人
の
記
載
を
捏
造
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
。
た
だ
し
、
証
人

の
リ
ス
ト
の
中
に
は
、
年
号
の
捏
造
を
す
る
に
あ
た
っ
て
年
号
と
つ
じ
つ
ま
を

合
わ
せ
る
た
め
に
、
差
し
当
た
っ
て
有
名
な
人
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
る）

12
（

。
そ
の
た
め
、証
人
の
リ
ス
ト
に
も
注
意
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、

証
人
の
リ
ス
ト
に
捏
造
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
「
偽
文
書
」
と
判
定
さ
れ
て

い
る
。
以
上
よ
り
、
土
地
の
境
界
線
や
特
権
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
は
「
真

正
の
文
書
の
写
し
」
を
分
析
の
対
象
に
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か

し
、
王
の
称
号
や
俗
人
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
転
写
時
の
ミ
ス
や
省
略
は
あ
る

い
か
も
し
れ
な
い
た
め
、
注
意
は
必
要
で
あ
る
が
「
真
正
の
文
書
の
写
し
」
に

つ
い
て
分
析
の
対
象
に
含
め
て
も
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
文
書
の
信
頼
性
が
重
要
と
な
る
研
究
で
は
「
偽
文
書
・
真
偽
不

明
の
文
書
」
で
は
な
い
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
」
や
後
世
に
作
成
さ
れ
た
一

葉
の
証
書
の
形
式
の
文
書
や
カ
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
た
「
真
正
の
文
書
の

写
し
」
を
分
析
の
対
象
と
す
る
方
針
を
取
り
た
い
。

　

そ
の
う
え
で
、
上
記
の
分
析
対
象
か
ら
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
の
政
治
文
化

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
特
に
宮

廷
内
で
も
活
動
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
エ
ア
ル

ド
ル
マ
ン
に
注
目
し
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
の
宮
廷
の
再
現
を
行
い
た
い
。
彼

ら
に
つ
い
て
の
記
述
は
チ
ャ
ー
タ
ー
の
な
か
で
は
、
措
置
部
の
受
領
者
に
つ
い

て
の
記
述
や
証
人
の
リ
ス
ト
で
多
く
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
で
彼

ら
の
序
列
や
関
係
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
第
二
に
、
チ
ャ
ー
タ
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ー
の
中
の
王
の
称
号
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
た
い
。
チ
ャ
ー
タ
ー
の
中
で
措
置

部
や
証
人
の
リ
ス
ト
な
ど
複
数
の
箇
所
に
王
の
称
号
が
書
か
れ
て
お
り
、
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
文
書
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
同
じ
文
書
内
で
も
違
う
表
現

を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
王
の
称
号
の
研
究
は
山
田
が
「
国
王
や
皇
帝
の
称
号

が
か
れ
ら
の
抱
く
政
治
世
界
に
つ
い
て
の
観
念
を
知
る
た
め
に
極
め
て
重
要
な

意
味
を
も
つ）

11
（

」
と
し
て
お
り
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
期
を
中
心
と
し
た
ア
ン

グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
期
の
政
治
文
化
や
王
自
身
が
考
え
る
政
治
方
針
を
知
る
う
え

重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
総
合
す
る
こ
と
で
、
エ
セ
ル
レ
ッ
ド

二
世
期
の
政
治
文
化
の
状
況
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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︱
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︱
︱
」
鶴
島
博

和
、
春
田
尚
直
紀
編
『
日
英
中
世
史
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︱
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西
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︱
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︱
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︱
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鶴
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史
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︱
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あ
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〇
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さ
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①
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ザ
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︱
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︱
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︱
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①
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ス
ト
の
改
竄
に
つ
い
て
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エ
ア
ル
ド
ル
マ
ン
に
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し
て
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例
を
あ
げ
る
。S854

は984

年
と
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号
の
記
載
が
あ
る
が
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ケ
イ
ン
ズ
に

よ
れ
ば
証
人
の
リ
ス
ト
に
現
れ
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主
要
な
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物
の
す
べ
て
が
活
動
し
て
い
る
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と
が
確
認
で
き
る
の
は
一
〇
〇
七
年
以
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の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

一
〇
〇
八
年
に
証
人
の
一
人
が
死
没
し
て
い
る
。
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が
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てS854
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立
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代
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〇
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で
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り
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Æ
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。
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〈『
学
習
院
史
学
』
第
六
〇
号
・
正
誤
表
〉

　
二
〇
二
二
年
三
月
発
行
の
第
六
〇
号
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
左

の
通
り
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

四
六
頁
　
下
段
二
行
目

（
誤
）　
発
見
し
て
き
た

（
正
）　
発
展
し
て
き
た

四
八
頁
　
上
段
七
行
目

（
誤
）　
儒
教
再
興
の
講
義
を
踏
ま
え
、

（
正
）　
儒
教
再
興
の
議
論
を
踏
ま
え
、

四
八
頁
　
下
段
一
九
行
目

（
誤
）　「
帰
納
的
」（
進
歩
的
の
も
の
）

（
正
）　
そ
れ
以
降
を
「
帰
納
的
」（
進
歩
的
の
も
の
）

五
二
頁
下
段
二
一
行
目

（
誤
）　
誤
用
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の

（
正
）　
誤
用
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
の

九
〇
頁
表S914

真
偽

（
誤
）　a

（
正
）　c

九
六
頁
上
段
一
六
行
目
、
九
七
頁
下
段
二
二
行
目

（
誤
）Laoidge

（
正
）Lapidge


